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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して受信されるウェブサイトのデータを解釈し表示を行うウェブデー
タ制御部と、
　使用者によって選択されたキーワードを記憶するキーワード記憶部と、
　表示中のウェブサイト中に前記キーワード記憶部に記憶されるキーワードが含まれてい
るか否か判定する判定部と、
　前記表示中のウェブサイト中に前記キーワードが含まれている場合に、当該ウェブサイ
トの更新内容の概要を示す更新情報を格納するファイルのアドレスを登録するための登録
用画像を表示する表示制御部と、
　前記登録用画像に対する操作に応じて、前記ウェブサイトの前記更新情報を格納するフ
ァイルのアドレスを記憶するアドレス記憶部と、
　ネットワークを介して、所定のタイミングで前記アドレス記憶部に記憶されているアド
レスにアクセスし、前記ウェブサイトの前記更新情報を取得し、取得した前記ウェブサイ
トの前記更新情報で示される更新内容の概要をテロップ表示する更新情報管理部と、
　を備えるウェブ閲覧装置。
【請求項２】
　使用者によって選択されたキーワードを記憶するキーワード記憶部と、アドレスを記憶
するアドレス記憶部と、を備えるウェブ閲覧装置が、ネットワークを介して受信されるウ
ェブサイトのデータを解釈し表示を行うウェブデータ制御ステップと、
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　前記ウェブ閲覧装置が、表示中のウェブサイト中に前記キーワード記憶部に記憶される
キーワードが含まれているか否か判定する判定ステップと、
　前記ウェブ閲覧装置が、前記表示中のウェブサイト中に前記キーワードが含まれている
場合に、当該ウェブサイトの更新内容の概要を示す更新情報を格納するファイルのアドレ
スを登録するための登録用画像を表示する表示制御ステップと、
　前記ウェブ閲覧装置が、前記登録用画像に対する操作に応じて、前記ウェブサイトの前
記更新情報を格納するファイルのアドレスを、前記アドレス記憶部に書き込むステップと
、
　ネットワークを介して、所定のタイミングで前記アドレス記憶部に書き込まれたアドレ
スにアクセスし、前記ウェブサイトの前記更新情報を取得し、取得した前記ウェブサイト
の前記更新情報で示される更新内容の概要をテロップ表示する更新情報管理ステップと、
　を備えるウェブ閲覧方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネットのウェブサイトによって提供される情報を閲覧するための技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットには様々なウェブサイトが設立され、インターネットによって提
供される情報の有用性が高まっている。また、ＲＳＳ（RDF Site Summary、Rich Site Su
mmary、Really Simple Syndication）などの機能により、インターネットの利便性が向上
している（特許文献１、２参照）。これに伴い、インターネットのウェブサイトの閲覧機
能や、閲覧を補助するための機能（以下、これらの機能を「ウェブ閲覧等機能」という。
）を搭載した家電装置が普及しつつある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００９－５０１３８１号公報
【特許文献２】特開２００７－３３４４７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの家電装置に搭載されるウェブ閲覧等機能には、パーソナルコンピューターでの
ユーザーインターフェースや操作方法がそのまま転用されることが多い。そのため、パー
ソナルコンピューター特有の使い方に馴染んでいない一般ユーザーは、使いにくさを感じ
てしまうことが多い。また、パーソナルコンピューターを使用していない一般ユーザーに
とっては、インターネットで普及している機能（例えば、上記のＲＳＳ）についての知識
がなく、せっかくの機能を利用できていない場合もある。
【０００５】
　例えば、頻繁にアクセスしているウェブサイトがあるにもかかわらず、ブラウザのブッ
クマーク登録機能を知らないために、毎回ポータルサイトから検索を行った上でウェブサ
イトにアクセスしていることがある。
【０００６】
　また、頻繁にアクセスしているウェブサイトがＲＳＳ機能に対応しているとしても、Ｒ
ＳＳ機能についての知識がないためにＲＳＳの登録を行っていないことがある。同様に、
ＲＳＳ機能についての知識があったとしても、ＲＳＳリーダーに対してＲＳＳの登録を行
う手続きが煩わしいために行っていないこともある。
【０００７】
　上記事情に鑑み、本発明は、ウェブ閲覧等機能の利便性を向上させるウェブ閲覧装置を
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提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様は、ウェブ閲覧装置であって、使用者によって選択されたキーワードを
記憶するキーワード記憶部と、表示中のウェブサイト中に前記キーワード記憶部に記憶さ
れるキーワードが含まれているか否か判定する判定部と、前記表示中のウェブサイト中に
前記キーワードが含まれている場合に、当該ウェブサイトの更新内容の概要を示す更新情
報を格納するファイルのアドレスを登録するための登録用画像を表示する表示制御部と、
前記登録用画像に対する操作に応じて、前記ウェブサイトの前記更新情報を格納するファ
イルのアドレスを記憶するアドレス記憶部と、ネットワークを介して、所定のタイミング
で前記アドレス記憶部に記憶されているアドレスにアクセスし、前記ウェブサイトの前記
更新情報を取得し、取得した前記ウェブサイトの前記更新情報で示される更新内容の概要
をテロップ表示する更新情報管理部と、を備える。
【０００９】
　本発明の一態様は、ウェブ閲覧方法であって、使用者によって選択されたキーワードを
記憶するキーワード記憶部と、アドレスを記憶するアドレス記憶部と、を備えるウェブ閲
覧装置が、ネットワークを介して受信されるウェブサイトのデータを解釈し表示を行うウ
ェブデータ制御ステップと、前記ウェブ閲覧装置が、表示中のウェブサイト中に前記キー
ワード記憶部に記憶されるキーワードが含まれているか否か判定する判定ステップと、前
記ウェブ閲覧装置が、前記表示中のウェブサイト中に前記キーワードが含まれている場合
に、当該ウェブサイトの更新内容の概要を示す更新情報を格納するファイルのアドレスを
登録するための登録用画像を表示する表示制御ステップと、前記ウェブ閲覧装置が、登録
用画像に対する操作に応じて、前記ウェブサイトの前記更新情報を格納するファイルのア
ドレスを、前記アドレス記憶部に書き込むステップと、ネットワークを介して、所定のタ
イミングで前記アドレス記憶部に書き込まれたアドレスにアクセスし、前記ウェブサイト
の前記更新情報を取得し、取得した前記ウェブサイトの前記更新情報で示される更新内容
の概要をテロップ表示する更新情報管理ステップと、を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、ウェブ閲覧等機能の利便性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ウェブ閲覧装置の第一実施形態の機能構成を表す概略ブロック図である。
【図２】キーワード記憶部の記憶内容の概略を表す図である。
【図３】登録用画像の具体例を表す図である。
【図４】登録用画像の具体例を表す図である。
【図５】アドレス記憶部の記憶内容の概略を表す図である。
【図６】ウェブ閲覧装置の第一実施形態の動作の流れを表すフローチャートである。
【図７】ウェブ閲覧装置の第二実施形態の機能構成を表す概略ブロック図である。
【図８】ウェブ閲覧装置の第二実施形態の動作の流れを表す図である。
【図９】ウェブ閲覧装置の第三実施形態の機能構成を表す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　［第一実施形態］
　図１は、ウェブ閲覧装置１の第一実施形態の機能構成を表す概略ブロック図である。ウ
ェブ閲覧装置１は、バスで接続されたＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモリや補
助記憶装置やネットワークインターフェースなどを備え、ウェブ閲覧プログラムを実行す
ることによって、画像表示部１０１、入力部１０２、ウェブデータ制御部１０３、キーワ
ード記憶部１０４、判定部１０５、表示制御部１０６、アドレス記憶部１０７、更新情報
管理部１０８を備える装置として機能する。ウェブ閲覧装置１は、例えばパーソナルコン
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ピューターにおいて実装されても良いし、テレビやビデオレコーダー等の家電装置におい
て実装されても良いし、セットトップボックスとして専用の情報処理装置において実装さ
れても良い。ウェブ閲覧装置１は、他のネットワーク機器に接続されており、インターネ
ットとデータの送受信を行うことができる。
【００１３】
　画像表示部１０１は、ビデオチップやビデオカードを用いて構成され、画像信号を生成
し、ウェブ閲覧装置１が接続されるディスプレイ装置に対して画像信号を送信する。なお
、ウェブ閲覧装置１にディスプレイ装置が一体的に組み込まれて構成されても良い。この
場合には、上記のビデオチップやビデオカード及びディスプレイ装置によって画像表示部
１０１が構成される。
【００１４】
　入力部１０２は、入力装置を用いて構成され、ユーザーからの指示やキーワード等の入
力を受け付ける。入力部１０２は、例えばタッチパネル装置、キーボード装置、リモコン
装置、マウス等のポインティングデバイス装置、音声入力装置、などを用いて構成される
。
【００１５】
　ウェブデータ制御部１０３は、インターネットを介してＷＷＷサーバー（World Wide W
ebサーバー）に対しウェブサイト（Website）のデータのリクエストを送信し、ＷＷＷサ
ーバーからウェブサイトのデータを受信する。ウェブデータ制御部１０３は、例えばＨＴ
ＴＰ（HyperText Transfer Protocol）によってＷＷＷサーバーとデータの送受信を行い
、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）等の言語で記述されたウェブサイトのデータ
を受信する。ウェブサイトのデータには、上記のＨＴＭＬのデータ以外にも、画像データ
、音声データ、動画像データ等が含まれても良い。ウェブデータ制御部１０３は、受信さ
れたウェブサイトのデータを解釈し、ウェブサイトを表示するための画面情報を生成し画
像表示部１０１に出力する。
【００１６】
　キーワード記憶部１０４は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置
を用いて構成され、入力部１０２を介してユーザーによって入力されたキーワードを記憶
する。図２は、キーワード記憶部１０４の記憶内容の概略を表す図である。図２において
、“Ａ”、“Ｂ”、“Ｃ”はそれぞれ一つのキーワードを表す。図示されるように、キー
ワード記憶部１０４は複数のキーワードを記憶しても良いし、１つのキーワードを記憶し
ても良い。キーワード記憶部１０４が記憶するキーワードの数については、キーワードを
記憶するための記憶領域の要領が満たされるまで無制限であっても良いし、ユーザーや設
計者によって予め設定されても良い。
【００１７】
　判定部１０５は、ウェブデータ制御部１０３によって解釈されて画像表示部１０１によ
って表示されているウェブサイト中に、キーワード記憶部１０４に記憶されているキーワ
ードが含まれるか否か判定する。このとき、判定部１０５は、画面上に実際に文字として
表示されている文字列のみに基づいて、キーワードが含まれるか否か判定しても良い。ま
た、判定部１０５は、画面上には実際に文字として表示されていないもののデータとして
は受信されている文字列（例えばコメントアウトの文字列）についても、キーワードが含
まれているか否か判定しても良い。このように、判定部１０５がキーワードの有無を判定
する対象となるデータの範囲は、ユーザーによって適宜設定されても良い。
【００１８】
　さらに、判定部１０５は、ウェブサイト中にキーワードが含まれている場合に、当該ウ
ェブサイト中に更新情報ファイルのアドレスが含まれているか否か判定する。更新情報フ
ァイルとは、例えばＲＳＳ（RDF Site Summary、Rich Site Summary、Really Simple Syn
dication）やＡｔｏｍのフィードのファイルである。更新情報ファイルは、当該ウェブサ
イトの更新情報を含むファイルであり、例えばウェブサイトの最終更新日、タイトル、更
新内容の概要などを含む。また、更新情報ファイルのアドレスとは、更新情報ファイルが
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置かれた記憶領域の番地を表す情報であり、例えばフィードのＵＲＬ（Uniform Resource
 Locator）である。
【００１９】
　判定部１０５は、各種方法によって更新情報ファイルの有無を判定できる。例えば、判
定部１０５は、拡張子が“．ｒｓｓ”、“．ｒｄｆ”、“．ｘｍｌ”のファイルに対する
リンクが含まれている場合に、更新情報ファイルが含まれていると判定しても良い。また
、判定部１０５は、一般的に更新情報ファイルへのリンクに対応付けて表示される画像フ
ァイルの名称（例えば、“Ｆｅｅｄ－ｉｃｏｎ．ｇｉｆ”、“ｒｓｓｉｃｏｎ．ｇｉｆ”
）が含まれている場合に、更新情報ファイルが含まれていると判定しても良い。また、判
定部１０５は、その他一般的に更新情報ファイルの有無を示す規定に従って判定しても良
い。
【００２０】
　表示制御部１０６は、判定部１０５によってウェブサイト中にキーワードが含まれてい
ると判定され且つ更新情報ファイルのアドレスが含まれていると判定された場合に、更新
情報ファイルのアドレスを登録するための登録用画像のデータを生成し、画像表示部１０
１に出力する。
【００２１】
　図３及び図４は、登録用画像の具体例を表す図である。図３の場合、表示制御部１０６
は、表示枠２２中に、ポップアップウィンドウ２３を表示する。ポップアップウィンドウ
２３は、“登録しますか？”という文字列と共に、登録ボタン２４及びキャンセルボタン
２５を有する。登録ボタン２４は、ユーザーによって押下（クリック）されることによっ
て、ウェブデータ制御部１０３に対して更新情報ファイルのアドレスの登録を指示するた
めの登録用画像である。キャンセルボタン２５は、ユーザーによって押下（クリック）さ
れることによって、ウェブデータ制御部１０３に対して更新情報ファイルのアドレスの登
録を行わないことを指示するための画像である。
【００２２】
　図４の場合、表示制御部１０６は、“テロップ表示枠が設定できます”という文字列を
含むボタンの画像であって操作できない画像を、表示枠２２中に常に表示している。表示
制御部１０６は、判定部１０５によってウェブサイト中にキーワードが含まれていると判
定され且つ更新情報ファイルのアドレスが含まれていると判定された場合に、このボタン
の画像の色や表現方法（浮き出して見えるような表現方法など）を変更することによって
ハイライト表示し、操作可能に制御する。ハイライト表示された後のこのボタン２６は、
ユーザーによって押下（クリック）されることによって、ウェブデータ制御部１０３に対
して更新情報ファイルのアドレスの登録を指示するための登録用画像である。なお、図３
及び図４に示される登録用画像は一例にすぎず、他の態様の登録用画像が用いられても良
い。
【００２３】
　アドレス記憶部１０７は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を
用いて構成され、ウェブデータ制御部１０３によって登録された更新情報ファイルのアド
レスを記憶する。図５は、アドレス記憶部１０７の記憶内容の概略を表す図である。図５
において、“ａａａ”、“ｂｂｂ”、“ｃｃｃ”はそれぞれ一つの更新情報ファイルのア
ドレスを表す。図示されるように、アドレス記憶部１０７は複数のアドレスを記憶しても
良いし、１つのアドレスを記憶しても良い。アドレス記憶部１０７が記憶するアドレスの
数については、アドレスを記憶するための記憶領域の要領が満たされるまで無制限であっ
ても良いし、ユーザーや設計者によって予め設定されても良い。また、アドレス記憶部１
０７が記憶するアドレスの数を超えてアドレスが登録された場合、アドレス記憶部１０７
は、アドレスの削除をユーザーに対して促しても良いし、ＦＩＦＯ（First In First Out
）等の手順に従って更新を行っても良い。
【００２４】
　更新情報管理部１０８は、インターネットを介して、所定のタイミングでアドレス記憶
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部１０７に記憶されているアドレスにアクセスし、更新情報ファイルを取得し、設定に従
って更新情報ファイルの内容を表示する。更新情報管理部１０８は、例えばＲＳＳ対応リ
ーダーやＡｔｏｍ対応リーダーとして構成される。
【００２５】
　図６は、ウェブ閲覧装置１の第一実施形態の動作の流れを表すフローチャートである。
まず、ウェブデータ制御部１０３が、インターネットを介してウェブサイトのデータを受
信し（ステップＳ１０１）、データの内容を解釈してウェブサイトを表す画面情報を生成
する。画像表示部１０１は、ウェブデータ制御部１０３によって生成された画面情報に基
づいて画像信号を生成し、画像表示装置にウェブサイトの画面を表示させる（ステップＳ
１０２）。
【００２６】
　ステップＳ１０１及びＳ１０２の処理の後、又はこれらの処理と並行して、判定部１０
５は、このウェブサイトのデータにキーワード記憶部１０４に記憶されているキーワード
が含まれるか否か判定する（ステップＳ１０３）。キーワードが含まれていない場合（ス
テップＳ１０３－ＮＯ）、図６に示されるウェブ閲覧装置１の処理は終了する。一方、キ
ーワードが含まれている場合（ステップＳ１０３－ＹＥＳ）、判定部１０５はさらに、ウ
ェブサイト中に更新情報ファイルのアドレスが含まれているか否か判定する（ステップＳ
１０４）。更新情報ファイルのアドレスが含まれていない場合（ステップＳ１０４－ＮＯ
）、図６に示されるウェブ閲覧装置１の処理は終了する。一方、更新情報ファイルのアド
レスが含まれている場合（ステップＳ１０４－ＹＥＳ）、表示制御部１０６は登録用画像
を表示することを画像表示部１０１に指示する。画像表示部１０１は、画像信号を生成し
画像表示装置に登録用画像を含む画面を表示させる（ステップＳ１０５）。
【００２７】
　ユーザーが登録用画像に対して操作を行うことによって登録指示を入力すると（ステッ
プＳ１０６－ＹＥＳ）、ウェブデータ制御部１０３は、ウェブサイトのデータから更新情
報ファイルのアドレスを検出し、アドレス記憶部１０７に登録する（ステップＳ１０７）
。一方、ステップＳ１０６において登録指示が入力されない場合（ステップＳ１０６－Ｎ
Ｏ）、図６に示されるウェブ閲覧装置１の処理は終了する。
【００２８】
　このように構成されたウェブ閲覧装置１では、ユーザーは入力部１０２を操作すること
によって所望のキーワードをウェブ閲覧装置１に設定することができる。そして、ウェブ
閲覧装置１は、設定されたキーワードが含まれ且つ更新情報ファイルのアドレスが含まれ
るウェブサイトが表示されている場合には、更新情報ファイルのアドレスを登録するため
の操作用画像を表示する。そのため、ユーザーは、操作用画像が表示された場合に、この
操作用画像に応じて操作を行うことによって、容易に更新情報ファイルのアドレスを登録
することが可能となる。また、更新情報管理部１０８は、登録された更新情報ファイルの
アドレスに対し所定のタイミングでアクセスし、更新情報ファイルを取得する。そのため
、ユーザーは、上記のような簡易な処理によって、更新情報管理部１０８による機能を享
受することが可能となる。特に、更新情報管理部１０８は、ユーザーの処理の有無にかか
わらず、更新情報ファイルのアドレスにアクセスし、取得した更新情報の内容を表示（例
えばテロップ表示）するように構成されても良い。
【００２９】
　＜変形例＞
　上記のウェブ閲覧装置１では、表示制御部１０６は、判定部１０５によってウェブサイ
ト中にキーワードが含まれていると判定され且つ更新情報ファイルのアドレスが含まれて
いると判定された場合に、更新情報ファイルのアドレスを登録するための登録用画像のデ
ータを生成し、画像表示部１０１に出力する。これに対し、表示制御部１０６は、キーワ
ードが含まれるか否かに拘わらず、更新情報ファイルのアドレスが含まれていると判定さ
れた場合には常に更新情報ファイルのアドレスを登録するための登録用画像のデータを生
成し、画像表示部１０１に出力するように構成されても良い。
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【００３０】
　［第二実施形態］
　図７は、ウェブ閲覧装置１の第二実施形態の機能構成を表す概略ブロック図である。ウ
ェブ閲覧装置１の第二実施形態は、更新情報管理部１０８を備えない点、及びウェブデー
タ制御部１０３の処理の内容が異なる点で第一実施形態と相違し、他の機能については第
一実施形態と同じである。以下、ウェブ閲覧装置１の第二実施形態に関し、第一実施形態
と異なる点について説明する。
【００３１】
　第二実施形態におけるウェブデータ制御部１０３は、入力部１０２によって登録用画像
が操作されると、表示中のウェブサイトのアドレスをブックマークアドレスとしてアドレ
ス記憶部１０７に登録する。
【００３２】
　第二実施形態における判定部１０５は、第一実施形態における判定部１０５と同様に、
ウェブデータ制御部１０３によって解釈されて画像表示部１０１によって表示されている
ウェブサイト中に、キーワード記憶部１０４に記憶されているキーワードが含まれるか否
か判定する。さらに、第二実施形態における判定部１０５は、ウェブサイト中にキーワー
ドが含まれている場合に、当該ウェブサイトのアドレスがブックマークアドレスとしてア
ドレス記憶部１０７に登録されているか否か判定する。
【００３３】
　図８は、ウェブ閲覧装置１の第二実施形態の動作の流れを表す図である。図８において
、第一実施形態と同じ処理については図６と同じ符号を付して説明を省略する。ステップ
Ｓ１０３の処理においてキーワードがあった場合（ステップＳ１０３－ＹＥＳ）、判定部
１０５はさらに、表示中のウェブサイトのアドレスがブックマークアドレスとしてアドレ
ス記憶部１０７に登録されているか否か判定する（ステップＳ２０１）。既に登録済みで
ある場合（ステップＳ２０１－ＮＯ）、図８に示されるウェブ閲覧装置１の処理は終了す
る。一方、表示中のウェブサイトのアドレスがブックマークアドレスとして未登録である
場合（ステップＳ２０１－ＹＥＳ）、表示制御部１０６は登録用画像を表示することを画
像表示部１０１に指示する。画像表示部１０１は、画像信号を生成し画像表示装置に登録
用画像を含む画面を表示させる（ステップＳ１０５）。このとき、第二実施形態の表示制
御部１０６は、“お気に入りに登録しますか？”等のように、ブックマークに登録するか
否かをユーザーに問い合わせるための文言を含む登録用画像を表示するように構成されて
も良い。
【００３４】
　ユーザーが登録用画像に対して操作を行うことによって登録指示を入力すると（ステッ
プＳ１０６－ＹＥＳ）、ウェブデータ制御部１０３は、ウェブサイトのアドレスをブック
マークアドレスとしてアドレス記憶部１０７に登録する（ステップＳ２０２）。この後、
ユーザーが入力部１０２を操作することによってブックマークの表示を指示すると、ウェ
ブデータ制御部１０３はアドレス記憶部１０７からアドレスを読み出し、ブックマークさ
れたアドレスの一覧を、画像表示部１０１を介して画像表示装置に表示する。ユーザーが
入力部１０２を操作することによって所望のアドレスを選択すると、ウェブデータ制御部
１０３は選択されたアドレスのウェブサイトにアクセスし、ウェブサイトのデータを受信
し画像表示部１０１を介して画像表示装置に表示する。
【００３５】
　このように構成されたウェブ閲覧装置１では、ユーザーは入力部１０２を操作すること
によって所望のキーワードをウェブ閲覧装置１に設定することができる。そして、ウェブ
閲覧装置１は、設定されたキーワードが含まれるウェブサイトが表示されている場合には
、表示中のウェブサイトのアドレスをブックマークに登録するための操作用画像を表示す
る。そのため、ユーザーは、操作用画像が表示された場合に、この操作用画像に応じて操
作を行うことによって、容易にウェブサイトのアドレスをブックマークに登録することが
可能となる。
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【００３６】
　＜変形例＞
　上記のウェブ閲覧装置１では、表示制御部１０６は、判定部１０５によってウェブサイ
ト中にキーワードが含まれていると判定され且つブックマークアドレスとして未登録と判
定された場合に、表示中のウェブサイトのアドレスをブックマークに登録するための登録
用画像のデータを生成し、画像表示部１０１に出力する。これに対し、表示制御部１０６
は、キーワードが含まれるか否かに拘わらず、ブックマークとして未登録と判定された場
合には常に、表示中のウェブサイトのアドレスをブックマークに登録するための登録用画
像のデータを生成し、画像表示部１０１に出力するように構成されても良い。
【００３７】
　［第三実施形態］
　図９は、ウェブ閲覧装置１の第三実施形態の機能構成を表す概略ブロック図である。ウ
ェブ閲覧装置１の第三実施形態は、接続部２０１及び接続装置判定部２０２を備える点で
第一実施形態と相違し、他の機能については第一実施形態と同じである。以下、ウェブ閲
覧装置１の第三実施形態に関し、第一実施形態と異なる点について説明する。
【００３８】
　接続部２０１は、他の装置とデータの一方向通信又は双方向通信を行うためのインター
フェースである。接続部２０１は、例えばＬＡＮ（Local Area Network）の接続インター
フェースや、無線ＬＡＮインターフェースや、Bluetoothインターフェースや、その他の
有線・無線インターフェースを用いて構成される。接続部２０１には、画像表示装置や、
単体では画像表示機能を有さない情報処理装置が接続される。
【００３９】
　接続装置判定部２０２は、接続部２０１に接続されている装置が、画像表示装置である
か、単体では画像表示機能を有さない情報処理装置であるか判定する。画像表示装置とは
、いわゆるテレビ受像機やパーソナルコンピューター用ディスプレイ装置である。一方、
単体では画像表示機能を有さない情報処理装置とは、上記の画像表示装置以外の情報処理
機能を有する装置であり、例えばパーソナルコンピューターや家庭用ゲーム機器やビデオ
レコーダーや白物家電装置などである。接続装置判定部２０２は、接続部２０１に接続さ
れている装置から接続部２０１を介して受信される所定の信号に基づいて、いずれの装置
が接続されているか判定する。そして、接続装置判定部２０２は、画像表示装置が接続さ
れていると判定した場合には、画像表示部１０１によって生成された画像信号を接続部２
０１から出力する。一方、接続装置判定部２０２は、単体では画像表示機能を有さない情
報処理装置が接続されていると判定した場合、接続部２０１を介してパケットの送受信を
行うことによって、ウェブ閲覧装置１に接続された他のネットワーク機器と当該情報処理
装置との間のデータの送受信を中継する。
【００４０】
　このように構成されたウェブ閲覧装置１によれば、ユーザーはウェブ閲覧装置１に画像
表示装置を接続することによって、特別な設定処理を行うことなく、ウェブ閲覧装置１に
よって生成された画像信号を画像表示装置において表示させることが可能となる。これと
ともに、ユーザーは、情報処理装置をウェブ閲覧装置１に接続することによって、ウェブ
閲覧装置１を介して、所望の情報処理装置をインターネットに接続させることが可能とな
る。
【００４１】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００４２】
１…ウェブ閲覧装置，　１０１…画像表示部，　１０２…入力部，　１０３…ウェブデー
タ制御部，　１０４…キーワード記憶部，　１０５…判定部，　１０６…表示制御部，　
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１０７…アドレス記憶部，　１０８…更新情報管理部，　２０１…接続部，　２０２…接
続装置判定部
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